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○
環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
六
月
法
律
第
八
十
一
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
第
一
種
事
業
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
事
業
で
あ
っ
て
、
規
模
（
形
状
が
変
更
さ
れ
る
部
分
の
土
地
の
面
積

、
新
設
さ
れ
る
工
作
物
の
大
き
さ
そ
の
他
の
数
値
で
表
さ
れ
る
事
業
の
規
模
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
大
き
く
、
環
境
影
響
の
程
度
が
著
し
い

も
の
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

一

次
に
掲
げ
る
事
業
の
種
類
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
一
の
事
業
で
あ
る
こ
と
。

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
事
業
用
電
気
工
作
物
で
あ
っ
て
発
電
用
の
も
の
の
設
置
又
は
変
更
の

工
事
の
事
業

ヘ
～
ワ

（
略
）

二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
業
で
あ
る
こ
と
。

イ

法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
、
そ
の
実
施
に
際
し
、
免
許
、
特
許
、
許
可
、
認
可
、
承
認
若
し
く
は
同
意
又
は
届
出
（
当
該

届
出
に
係
る
法
律
に
お
い
て
、
当
該
届
出
に
関
し
、
当
該
届
出
を
受
理
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
定
の
期
間
内
に
、
そ
の
変
更
に
つ
い
て
勧
告
又
は
命

令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
必
要
と
さ
れ
る
事
業
（
ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ

国
の
補
助
金
等
（
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
補
助

金
及
び
同
項
第
二
号
の
負
担
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
の
対
象
と
な
る
事
業
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ハ

特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
（
国
が
出
資
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
が
そ
の
業
務
と
し
て
行
う
事
業
（
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）

ニ

国
が
行
う
事
業
（
イ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ホ

国
が
行
う
事
業
の
う
ち
、
法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
、
そ
の
実
施
に
際
し
、
免
許
、
特
許
、
許
可
、
認
可
、
承
認
若
し
く

は
同
意
又
は
届
出
が
必
要
と
さ
れ
る
事
業

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
第
二
種
事
業
」
と
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
事
業
で
あ
っ
て
、
第
一
種
事
業
に
準
ず
る
規
模
（
そ
の
規
模

に
係
る
数
値
の
第
一
種
事
業
の
規
模
に
係
る
数
値
に
対
す
る
比
が
政
令
で
定
め
る
数
値
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
、
環
境
影
響

の
程
度
が
著
し
い
も
の
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
の
判
定
（
以
下
単
に
「
判
定
」
と
い
う
。
）
を
第
四
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
者
が
同
条
の
規
定

に
よ
り
行
う
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

４
・
５

（
略
）

（
評
価
書
の
作
成
）

第
二
十
一
条

事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
と
き
は
こ
れ
を
勘
案
す
る
と
と
も
に
、
第
十
八
条
第
一
項
の
意
見
に
配
意
し
て
準
備
書
の
記

載
事
項
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
当
該
事
項
の
修
正
を
必
要
と
す
る
と
認
め
る
と
き
（
当
該
修
正
後
の
事
業
が
対
象
事
業
に
該
当
す
る
と
き
に
限
る
。
）
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
修
正
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
修
正
（
事
業
規
模
の
縮
小
、
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
修
正
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
修
正
に
該
当
す
る
も
の

を
除
く
。
）

同
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
を
経
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

２

（
略
）
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（
対
象
事
業
の
実
施
の
制
限
）

第
三
十
一
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
後
に
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
変

更
が
事
業
規
模
の
縮
小
、
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
変
更
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
そ

の
他
の
手
続
を
経
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

３
・
４

（
略
）

第
五
十
四
条

新
規
対
象
事
業
等
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
対
象
事
業
等
政
令
の
施
行
の
日
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
政
令
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
そ
の
内
容
を
変
更
せ
ず
、
又
は
事
業
規
模
を
縮
小
し
、
若
し
く
は
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更

そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
変
更
の
み
を
し
て
実
施
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
か
ら
第
七
章
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一

第
二
条
第
二
項
第
二
号
イ
に
該
当
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
政
令
施
行
日
前
に
免
許
等
が
与
え
ら
れ
、
又
は
特
定
届
出
が
な
さ
れ
た
も
の

二

第
二
条
第
二
項
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
政
令
施
行
日
前
に
同
号
ロ
に
規
定
す
る
国
の
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
が
な
さ
れ
た
も
の

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
律
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
国
の
計
画
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
事
業
で
あ
っ
て
、
政

令
施
行
日
前
に
当
該
国
の
計
画
が
定
め
ら
れ
た
も
の

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
政
令
施
行
日
前
に
都
市
計
画
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
行
わ
れ
た
同
法

の
都
市
計
画
に
定
め
ら

れ
た
事
業
（
当
該
都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
た
都
市
施
設
に
係
る
事
業
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

五

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
条
第
二
項
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
該
当
す
る
新
規
対
象
事
業
等
で
あ
っ
て
、
政
令
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六

月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
実
施
さ
れ
る
も
の

２
・
３

（
略
）

○

環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第
三
百
四
十
六
号
）
（
抄
）

（
第
一
種
事
業
）

第
一
条

環
境
影
響
評
価
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
事
業
の
種
類
ご
と
に
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
一
の
事
業
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
事
業
が
同
表
の
一
の
項
か
ら
五
の
項
ま
で
又
は
八
の
項
か
ら
十
三

の
項
ま
で
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
公
有
水
面
の
埋
立
て
又
は
干
拓
（
同
表
の
七
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当

す
る
も
の
及
び
同
表
の
七
の
項
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
法
第
四
条
第
三
項
第
一
号
の
措
置
が
と
ら
れ
た
も
の
に
限
る
。

以
下
「
対
象
公
有
水
面
埋
立
て
等
」
と
い
う
。
）
を
伴
う
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
対
象
公
有
水
面
埋
立
て
等
で
あ
る
部
分
を
除
く
も
の
と
す
る
。

（
免
許
等
に
係
る
法
律
の
規
定
）

第
三
条

法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
事
業
の
種
類
（
第
二
欄
及
び
第
三

欄
に
掲
げ
る
事
業
の
種
類
の
細
分
を
含
む
。
）
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

（
第
二
種
事
業
）

第
六
条

法
第
二
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
事
業
の
種
類
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
該

当
す
る
一
の
事
業
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
事
業
が
同
表
の
一
の
項
か
ら
五
の
項
ま
で
又
は
八
の
項
か
ら
十
三
の
項
ま
で
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
対
象
公
有
水
面
埋
立
て
等
を
伴
う
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
対
象
公
有
水
面
埋
立
て
等
で
あ
る
部
分
を
除
く
も
の
と
す
る
。

（
法
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
修
正
等
）

第
九
条

法
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
修
正
は
、
別
表
第
二
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
対
象
事
業
の
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
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二
欄
に
掲
げ
る
事
業
の
諸
元
の
修
正
で
あ
っ
て
、
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
（
当
該
修
正
後
の
対
象
事
業
に
つ
い
て
法
第
六
条
第
一

項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
お
け
る
同
項
の
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
当
該
修
正
前
の
対
象
事
業
に
係

る
当
該
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
以
外
の
市
町
村
長
が
含
ま
れ
る
も
の
及
び
環
境
影
響
が
相
当
な
程
度
を
超
え
て
増
加
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
べ

き
特
別
の
事
情
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

２

法
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
修
正
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

前
項
に
規
定
す
る
修
正

二

別
表
第
二
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
対
象
事
業
の
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
事
業
の
諸
元
の
修
正
以
外
の
修
正

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
を
目
的
と
す
る
修
正
で
あ
っ
て
、
当
該
修
正
後
の
対
象
事
業
に
つ
い
て
法
第
六
条
第
一
項
の

規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
お
け
る
同
項
の
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
当
該
修
正
前
の
対
象
事
業
に
係
る
当
該
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
以
外
の
市

町
村
長
が
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の

（
法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
等
）

第
十
三
条

法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
別
表
第
三
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
対
象
事
業
の
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄

に
掲
げ
る
事
業
の
諸
元
の
変
更
で
あ
っ
て
、
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
（
当
該
変
更
後
の
対
象
事
業
に
つ
い
て
法
第
六
条
第
一
項
の

規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
お
け
る
同
項

の
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
当
該
変
更
前
の
対
象
事
業
に
係
る
当
該
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
以
外
の
市

町
村
長
が
含
ま
れ
る
も
の
及
び
環
境
影
響
が
相
当
な
程
度
を
超
え
て
増
加
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
べ
き
特
別
の
事
情
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す

る
。

２

法
第
三
十
一
条
第
二
項

の
政
令
で
定
め
る
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

前
項
に
規
定
す
る
変
更

二

別
表
第
三
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
対
象
事
業
の
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
事
業
の
諸
元
の
変
更
以
外
の
変
更

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
を
目
的
と
す
る
変
更
（
緑
地
そ
の
他
の
緩
衝
空
地
を
増
加
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て

、
当
該
変
更
後
の
対
象
事
業
に
つ
い
て
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
お
け
る
同
項
の
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
当
該
変
更
前
の
対

象
事
業
に
係
る
当
該
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
以
外
の
市
町
村
長
が
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の

附

則

（
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
等
）

第
二
条

第
十
三
条
の
規
定
は
、
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
及
び
同
項
の
政
令
で
定
め
る
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
十
三
条
第
一
項
並
び
に
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
対
象
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
」
と
、
別
表
第
三
中
「
対
象
事
業
」
と
あ
る
の

は
「
事
業
」
と
、
「
対
象
事
業
実
施
区
域
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
区
域
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
一
（
第
一
条
、
第
三
条
、
第
六
条
関
係
）

事
業
の
種
類

第
一
種
事
業
の
要
件

第
二
種
事
業
の
要
件

法
律
の
規
定

一
～
四

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

五

法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
ホ
に

イ

出
力
が
三
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
で

出
力
が
二
万
二
千
五
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

電
気
事
業
法
第
四
十
七
条
第
一
項

掲
げ
る
事
業
の
種
類

あ
る
水
力
発
電
所
の
設
置
の
工
事
の

上
三
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
で
あ
る
水
力

若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
四
十
八

事
業
（
当
該
水
力
発
電
所
の
設
備
に

発
電
所
の
設
置
の
工
事
の
事
業
（
こ
の

条
第
一
項

ダ
ム
又
は
堰
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お

項
の
ロ
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
該

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%94%aa%88%ea&REF_NAME=%93%af%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%94%aa%88%ea&REF_NAME=%96%40%91%e6%98%5a%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%94%aa%88%ea&REF_NAME=%93%af%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000000000000000
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い
て
、
当
該
ダ
ム
の
新
築
又
は
当
該

当
し
な
い
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
当

堰
の
新
築
若
し
く
は
改
築
を
行
お
う

該
水
力
発
電
所
の
設
備
に
ダ
ム
又
は
堰

と
す
る
者
（
そ
の
者
が
二
以
上
で
あ

が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
ダ

る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
者
の

ム
の
新
築
又
は
当
該
堰
の
新
築
若
し
く

う
ち
か
ら
代
表
す
る
者
を
定
め
た
と

は
改
築
を
行
お
う
と
す
る
者
（
そ
の
者

き
は
、
そ
の
代
表
す
る
者
）
が
当
該

が
二
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ

水
力
発
電
所
を
そ
の
事
業
の
用
に
供

れ
ら
の
者
の
う
ち
か
ら
代
表
す
る
者
を

す
る
電
気
事
業
者
又
は
卸
供
給
事
業

定
め
た
と
き
は
、
そ
の
代
表
す
る
者
）

者
で
な
い
と
き
は
、
当
該
ダ
ム
の
新

が
当
該
水
力
発
電
所
を
そ
の
事
業
の
用

築
又
は
当
該
堰
の
新
築
若
し
く
は
改

に
供
す
る
電
気
事
業
者
又
は
卸
供
給
事

築
で
あ
る
部
分
を
除
く
。
）

業
者
で
な
い
と
き
は
、
当
該
ダ
ム
の
新

築
又
は
当
該
堰
の
新
築
若
し
く
は
改
築

で
あ
る
部
分
を
除
く
。
）

ロ

出
力
が
二
万
二
千
五
百
キ
ロ
ワ
ッ

ト
以
上
三
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
で
あ

る
水
力
発
電
所
の
設
置
の
工
事
の
事

業
（
当
該
水
力
発
電
所
の
設
置
の
工

事
が
大
規
模
ダ
ム
新
築
又
は
大
規
模

堰
新
築
若
し
く
は
大
規
模
堰
改
築
（

以
下
「
大
規
模
ダ
ム
の
新
築
等
」
と

い
う
。
）
を
伴
い
、
か
つ
、
大
規
模

ダ
ム
新
築
等
を
行
お
う
と
す
る
者
（

そ
の
者
が
二
以
上
で
あ
る
場
合
に
お

い
て
、
こ
れ
ら
の
者
の
う
ち
か
ら
代

表
す
る
者
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の

代
表
す
る
者
）
が
当
該
水
力
発
電
所

を
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
事

業
者
又
は
卸
供
給
事
業
者
で
あ
る
も

の
に
限
る
。
）

ハ

出
力
が
三
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
で

出
力
が
二
万
二
千
五
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

あ
る
発
電
設
備
の
新
設
を
伴
う
水
力

上
三
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
で
あ
る
発
電

発
電
所
の
変
更
の
工
事
の
事
業
（
当

設
備
の
新
設
を
伴
う
水
力
発
電
所
の
変

該
水
力
発
電
所
の
変
更
の
工
事
が
ダ

更
の
工
事
の
事
業
（
こ
の
項
の
ニ
の
第

ム
の
新
築
又
は
堰
の
新
築
若
し
く
は

二
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
な
い
も

改
築
を
伴
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該

の
に
限
る
も
の
と
し
、
当
該
水
力
発
電
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ダ
ム
の
新
築
又
は
当
該
堰
の
新
築
若

所
の
変
更
の
工
事
が
ダ
ム
の
新
築
又
は

し
く
は
改
築
を
行
お
う
と
す
る
者
（

堰
の
新
築
若
し
く
は
改
築
を
伴
う
場
合

そ
の
者
が
二
以
上
で
あ
る
場
合
に
お

に
お
い
て
、
当
該
ダ
ム
の
新
築
又
は
当

い
て
、
こ
れ
ら
の
者
の
う
ち
か
ら
代

該
堰
の
新
築
若
し
く
は
改
築
を
行
お
う

表
す
る
者
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の

と
す
る
者
（
そ
の
者
が
二
以
上
で
あ
る

代
表
す
る
者
）
が
当
該
水
力
発
電
所

場
合
に
お
い
て
，
こ
れ
ら
の
者
の
う
ち

を
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
事

か
ら
代
表
す
る
者
を
定
め
た
と
き
は
、

業
者
又
は
卸
供
給
事
業
者
で
な
い
と

そ
の
代
表
す
る
者
）
が
当
該
水
力
発
電

き
は
、
当
該
ダ
ム
の
新
築
又
は
当
該

所
を
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
事

堰
の
新
築
若
し
く
は
改
築
で
あ
る
部

業
者
又
は
卸
供
給
事
業
者
で
な
い
と
き

分
を
除
く
。
）

は
、
当
該
ダ
ム
の
新
築
又
は
当
該
堰
の

新
築
若
し
く
は
改
築
で
あ
る
部
分
を
除

く
。
）

ニ

出
力
が
二
万
二
千
五
百
キ
ロ
ワ
ッ

ト
以
上
三
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
で
あ

る
発
電
設
備
の
新
設
を
伴
う
水
力
発

電
所
の
変
更
の
工
事
の
事
業
（
当
該

水
力
発
電
所
の
変
更
の
工
事
が
大
規

模
ダ
ム
新
築
等
を
伴
い
、
か
つ
、
大

規
模
ダ
ム
新
築
等
を
行
な
お
う
と
す

る
者
（
そ
の
者
が
二
以
上
で
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
者
の
う
ち

か
ら
代
表
す
る
者
を
定
め
た
と
き
は

、
そ
の
代
表
す
る
者
）
が
当
該
水
力

発
電
所
を
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る

電
気
事
業
者
又
は
卸
供
給
事
業
者
で

あ
る
も
の
に
限
る
。
）

ホ

出
力
が
十
五
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上

出
力
が
十
一
万
二
千
五
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト

で
あ
る
火
力
発
電
所
（
地
熱
を
利
用

以
上
十
五
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
で
あ
る

す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
設
置
の
工

火
力
発
電
所
（
地
熱
を
利
用
す
る
も
の

事
の
事
業

を
除
く
。
）
の
設
置
の
工
事
の
事
業

ヘ

出
力
が
十
五
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上

出
力
が
十
一
万
二
千
五
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト

で
あ
る
発
電
設
備
の
新
設
を
伴
う
火

以
上
十
五
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
で
あ
る

力
発
電
所
（
地
熱
を
利
用
す
る
も
の

発
電
設
備
の
新
設
を
伴
う
火
力
発
電
所

を
除
く
。
）
の
変
更
の
工
事
の
事
業

（
地
熱
を
利
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
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の
変
更
の
工
事
の
事
業

ト

出
力
が
一
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
で

出
力
が
七
千
五
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
一

あ
る
火
力
発
電
所
（
地
熱
を
利
用
す

万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
で
あ
る
火
力
発
電

る
も
の
に
限
る
。
）
の
設
置
の
工
事

所
（
地
熱
を
利
用
す
る
も
の
に
限
る
。

の
事
業

）
の
設
置
の
工
事
の
事
業

チ

出
力
が
一
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
で

出
力
が
七
千
五
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
一

あ
る
発
電
設
備
の
新
設
を
伴
う
火
力

キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
で
あ
る
発
電
設
備
の

発
電
所
（
地
熱
を
利
用
す
る
も
の
に

新
設
を
伴
う
火
力
発
電
所
（
地
熱
を
利

限
る
。
）
の
変
更
の
工
事
の
事
業

用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
変
更
の
工

事
の
事
業

リ

原
子
力
発
電
所
の
設
置
の
工
事
の

事
業

ヌ

発
電
設
備
の
新
設
を
伴
う
原
子
力

発
電
所
の
変
更
の
工
事
の
事
業

六
～
十
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
二
（
第
九
条
関
係
）

対
象
事
業
の
区
分

事
業
の
諸
元

手
続
を
経
る
こ
と
を
要
し
な
い
修
正
の
要
件

一
～
十
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
四

別
表
第
一
の
五
の
項
の
リ
又

発
電
所
又
は
発
電
設
備
の
出
力

発
電
所
又
は
発
電
設
備
の
出
力
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
増
加
し
な
い
こ
と

は
ヌ
に
該
当
す
る
対
象
事
業

。

対
象
事
業
実
施
区
域
の
位
置

修
正
前
の
対
象
事
業
実
施
区
域
か
ら
三
百
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
た
区
域
が

新
た
に
対
象
事
業
実
施
区
域
と
な
ら
な
い
こ
と
。

十
五

別
表
第
一
の
六
の
項
に
該
当

埋
立
処
分
場
所
の
位
置

新
た
に
埋
立
処
分
場
所
と
な
る
部
分
の
面
積
が
修
正
前
の
埋
立
処
分
場
所

す
る
対
象
事
業

の
面
積
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
こ
と
。

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法

律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三

百
号
）
第
七
条
第
十
四
号
イ
に
規
定
す

る
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
、
同
号

ロ
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処

分
場
又
は
一
般
廃
棄
物
若
し
く
は
同
号

ハ
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処

分
場
の
別

十
六

別
表
第
一
の
七
の
項
に
該
当

埋
立
干
拓
区
域
の
位
置

新
た
に
埋
立
干
拓
区
域
と
な
る
部
分
の
面
積
が
修
正
前
の
埋
立
干
拓
区
域

す
る
対
象
事
業

の
面
積
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
こ
と
。

十
七

別
表
第
一
の
八
の
項
か
ら
十

施
行
区
域
の
位
置

新
た
に
施
行
区
域
と
な
る
部
分
の
面
積
が
修
正
前
の
施
行
区
域
の
面
積
の
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二
の
項
ま
で
に
該
当
す
る
対
象
事

十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
で
あ
る
こ

業

と
。

十
八

別
表
第
一
の
十
三
の
項
に
該

造
成
に
係
る
土
地
の
位
置

新
た
に
造
成
に
係
る
土
地
と
な
る
部
分
の
面
積
が
修
正
前
の
当
該
土
地
の

当
す
る
対
象
事
業

面
積
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
で

あ
る
こ
と
。

別
表
第
三
（
第
十
三
条
関
係
）

対
象
事
業
の
区
分

事
業
の
諸
元

手
続
を
経
る
こ
と
を
要
し
な
い
変
更
の
要
件

一
～
十
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
四

別
表
第
一
の
五
の
項
の
リ
又

発
電
所
又
は
発
電
設
備
の
出
力

発
電
所
又
は
発
電
設
備
の
出
力
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
増
加
し
な
い
こ
と

は
ヌ
に
該
当
す
る
対
象
事
業

対
象
事
業
実
施
区
域
の
位
置

変
更
前
の
対
象
事
業
実
施
区
域
か
ら
三
百
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
た
区
域
が

新
た
に
対
象
事
業
実
施
区
域
と
な
ら
な
い
こ
と
。

温
排
水
の
排
出
先
の
水
面
又
は
水
中
の

別放
水
口
の
位
置

放
水
口
が
百
メ
ー
ト
ル
以
上
移
動
し
な
い
こ
と
。

十
五

別
表
第
一
の
六
の
項
に
該
当

埋
立
処
分
場
所
の
位
置

新
た
に
埋
立
処
分
場
所
と
な
る
部
分
の
面
積
が
変
更
前
の
埋
立
処
分
場
所

す
る
対
象
事
業

の
面
積
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
こ
と
。

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法

律
施
行
令
第
七
条
第
十
四
号
イ
に
規
定

す
る
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
、
同

号
ロ
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
の
最
終

処
分
場
又
は
一
般
廃
棄
物
若
し
く
は
同

号
ハ
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
の
最
終

処
分
場
の
別

十
六

別
表
第
一
の
七
の
項
に
該
当

埋
立
干
拓
区
の
位
置

新
た
に
埋
立
干
拓
区
域
と
な
る
部
分
の
面
積
が
変
更
前
の
埋
立
干
拓
区
域

す
る
対
象
事
業

の
面
積
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
こ
と
。

対
象
事
業
実
施
区
域
の
位
置

変
更
前
の
対
象
事
業
実
施
区
域
か
ら
五
百
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
た
区
域
が

新
た
に
対
象
事
業
実
施
区
域
と
な
ら
な
い
こ
と
。

十
七

別
表
第
一
の
八
の
項
か
ら
十

施
行
区
域
の
位
置

新
た
に
施
行
区
域
と
な
る
部
分
の
面
積
が
変
更
前
の
施
行
区
域
の
面
積
の

二
の
項
ま
で
に
該
当
す
る
対
象
事

十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
で
あ
る
こ

業

と
。

土
地
の
利
用
計
画
に
お
け
る
工
業
の
用

土
地
の
利
用
計
画
に
お
け
る
工
業
の
用
の
土
地
の
面
積
が
変
更
前
の
当
該

、
商
業
の
用
、
住
宅
の
用
又
は
そ
の
他

土
地
の
面
積
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
増
加
せ
ず
、
又
は
十
ヘ
ク
タ
ー
ル

の
利
用
目
的
ご
と
の
土
地
の
面
積

以
上
増
加
し
な
い
こ
と
。

十
八

別
表
第
一
の
十
三
の
項
に
該

造
成
に
係
る
土
地
の
位
置

新
た
に
造
成
に
係
る
土
地
と
な
る
部
分
の
面
積
が
変
更
前
の
当
該
土
地
の

当
す
る
対
象
事
業

面
積
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
で
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あ
る
こ
と
。

土
地
の
利
用
計
画
に
お
け
る
工
業
の
用

土
地
の
利
用
計
画
に
お
け
る
工
業
の
用
の
土
地
の
面
積
が
変
更
前
の
当
該

、
商
業
の
用
、
住
宅
の
用
又
は
そ
の
他

土
地
の
面
積
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
増
加
せ
ず
、
又
は
十
ヘ
ク
タ
ー
ル

の
利
用
目
的
ご
と
の
土
地
の
面
積

以
上
増
加
し
な
い
こ
と
。

○

環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
三
百
十
六
号
）
（
抄
）

内
閣
は
、
環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
第
二
号
ロ
、
第
十
条
第
四
項
（
同
法
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第
三
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
条
第
二
項
」
を
「
第
八
条
第
二
項
」
に
、
「
第
八
条
第

一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。

第
十
七
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
十
六
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

第
十
五
条
中
「
第
七
条
か
ら
」
を
「
第
八
条
か
ら
」
に
、
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
、
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
の
見
出
し
及

び
同
条
中
「
法
第
十
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
条
第
四
項
」
と
、
第
十
条
第
一
項
」

に
、
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
、
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
、
「
第
十
三
条
」
を
「

第
十
六
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
十
四
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
十
二
条
中
「
第
九
条
」
を
「
第
十
一
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
十
一
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
条
を
第
十
二
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
公
法
上
の
法
人
）

第
十
三
条

法
第
二
十
三
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
公
法
上
の
法
人
は
、
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
港

務
局
と
す
る
。

第
九
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
八
条
第
二
項
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
第
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
七
条
を
第
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
十
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
市
）

第
九
条

法
第
十
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
市
は
、
札
幌
市
、
仙
台
市
、
さ
い
た
ま
市
、
千
葉
市
、
横
浜
市
、
川
崎
市
、
新
潟
市
、
名
古
屋
市
、
京
都
市
、

大
阪
市
、
堺
市
、
吹
田
市
、
神
戸
市
、
尼
崎
市
、
広
島
市
、
北
九
州
市
及
び
福
岡
市
と
す
る
。

第
六
条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
ロ
の
政
令
で
定
め
る
給
付
金
）

第
四
条

法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
給
付
金
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
予
算
の
目
の
経
費
の
支
出
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

地
域
自
主
戦
略
交
付
金

二

沖
縄
振
興
自
主
戦
略
交
付
金

三

社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金

別
表
第
一
中
「
第
六
条
関
係
」
を
「
第
七
条
関
係
」
に
改
め
る
。
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別
表
第
二
中
「
第
九
条
関
係
」
を
「
第
十
一
条
関
係
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
中
「
第
十
三
条
関
係
」
を
「
第
十
六
条
関
係
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
中
「
第
十
四
条
関
係
」
を
「
第
十
七
条
関
係
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
環
境
影
響
評
価
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の

日
（
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
電
気
事
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

電
気
事
業
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
二
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
二
中
「
第
七
条
第
二
項
」
を
「
第
八
条
第
二
項
」
に
、
「
第
八
条
第
二
項
」
を
「
第
十
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

理

由

環
境
影
響
評
価
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
環
境
影
響
評
価
の
対
象
事
業
と
し
て
地
域
自
主
戦
略
交
付
金
、
沖
縄
振
興
自
主
戦
略

交
付
金
及
び
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
事
業
を
定
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


